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開催概要 

 会議名 第５回（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会 

 日 時 平成２７年１月８日（木）１３：３０～１６：００ 

 場 所 アスト津アストプラザ４階 会議室２ 

 出席者 有識者委員４名及び事務局 

意見書（案）について 
 先回会議における継続審議が必要な事項を、今回の課

題として議論し、それと併せて意見書（案）について確認を

行いました。 

 意見書（案）については、今まで議論してきたことを下記

項目のように分類することとしました。 

  ◇ホール機能（ホール）について 

  ◇展示機能（展示ギャラリー）について 

  ◇行政、窓口機能（事務室） 

  ◇その他特に設置が設置が望ましい室について 

  ◇管理運営組織、管理運営費について 

 なお、今回の課題として議論しました事項は、下記のとお

りです。  

 ◎ 展示機能（アートスペース）について 

  から、②の二分割案－ギャラリーとスタジオ（仮称）の併

設案－を採用するのが望ましいとの結論に至りました。 

この他に、地域の人達が劇場を中心に色々な文化活動、

創造活動が出来る場となるための劇場の方向性につい

て、様々な観点から意見を重ねました。 

前回までに、美術（視覚芸術）と舞台芸術とで共有する一

つの空間として検討されてきた400㎡程度のアートスペー

スについて 

①そのあり方でよしとするか 

②二つに分割し、それぞれ舞台芸術と美術に特化した室と

するか（この場合でも相互利用は可とする） 

について議論を重ね 

■美術の側に立って、展示環境、作品のセキュリティ等を

考えた場合、専用の室を用意することが望ましいこと 

■舞台芸術の側に立っても、本格的な稽古ができるような

仕様の空間、設備が望まれること 

■加えて、分割して個別の室が小さくなっても、それぞれ

両ジャンルの活動における要請に応えられるであろうこと 

 ◎ その他設置が望ましい室について 

◆ロビー等のオープンスペースは、ホールにイベントがな

い時でも人が集まって和気あいあいとやっているよう

な場としたい。 

⇒その１つの方策がカフェの設置であり、それをより気

軽な展示スペースとして利用可能とすることも考え

らえる。また、ラーニングコモンズ的なオープンス

ペースも考えらえる。 

◆市民らが交流する場となり、施設が日常的なものとし

て使われるために望ましいもの 

  ⇒その１つが専用のバンド練習室の設置であり、録音

スタジオとして利用可能なように防音にして施設の特

色とすべき 

との意見がありました。 

  今回は、意見書を作成する上での方向性と、その中で展示機能の方向性やその他設置が

望ましい室としてカフェやバンド練習室の必要性などについて検討を図りました。次回、

意見書のとりまとめに向けて詰めていきたいと思います。         

 ホームページもご覧ください 
   http://www.info.city.tsu.mie.jp/

modules/dept1171/article.php?

articleid=817 

※ラーニングコモンズ 

 … 図書館などに設けられる、総合

的な自主学習のための環境。IT機

器や学習スペースなどを備え、従

来からある書籍の閲覧だけでな

く、グループ学習や討論会などさ

まざまな学習形態の活用に対応す

る。 

https://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9-1450405
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E5%AD%A6%E7%BF%92-1529433

